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社会資本整備審議会 産業分科会 不動産部会（第４０回） 

令和５年３月３０日 

 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 それでは、定刻になりましたので、ただ今から第４０回社会資本整備審議会産業分科会

不動産部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆さま方には、ご多用のところご出席をいただきありがとうございます。

事務局を務めております国土交通省不動産・建設経済局不動産業課の伏原でございます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 最初に、本日はオンラインと対面、併用での開催となってございます。対面でご出席の

委員におかれましては、審議の中でご発言いただく際には、目の前にございますマイクの

紫色のボタンを押していただきますよう、お願いいたします。 

 また、オンラインでご出席の委員におかれましては、カメラは常時オンで、マイクはご

発言いただく時のみオンでお願いいたします。 

 それでは、本日の会議資料の確認をさせていただきます。資料は４点ございます。議事

次第、それから資料の１、委員名簿、そして本日の議事で使用いたします、資料２「改正

宅地建物取引業法の施行状況及び今後の見直しの方向性について」、資料３「最近の不動

産政策に関する取組について」でございます。もし足りない資料等がございましたら、お

知らせいただけますでしょうか。 

 続きまして、委員についてご説明させていただきます。資料１の委員名簿をご確認くだ

さい。名簿順にご紹介をさせていただきます。 

 まず、不動産部会の委員の互選により、今回より部会長をお願いしてございます、明海

大学不動産学部長の中城部会長です。 

 

【中城部会長】   

 中城でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 横浜市立大学国際教養学部教授の齊藤委員です。 
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【齊藤委員】   

 はい、齊藤でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 東京大学大学院工学系研究科教授の浅見委員です。 

 

【浅見委員】   

浅見です。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 成蹊大学経済学部教授の井出委員です。本日はオンラインでご出席いただいております。 

 それから、岡本正治法律事務所弁護士の宇仁委員です。 

 

【宇仁委員】   

 宇仁でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会専務理事の草間委員です。 

 

【草間委員】   

 草間です。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 涼風法律事務所弁護士の熊谷委員です。 

 

【熊谷委員】   

 熊谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   
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 日本大学経済学部教授、中川委員です。 

 

【中川委員】   

 中川です。よろしくお願いします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 一般社団法人不動産流通経営協会企画専門委員会委員長の仁平委員です。 

 

【仁平委員】   

 仁平でございます。よろしくお願いします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 不動産流通研究所代表取締役の丹羽委員です。 

 

【丹羽委員】   

 丹羽でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 一般社団法人全国住宅産業協会理事の濵田委員です。 

 

【濵田委員】   

 濵田です。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 日本女子大学家政学部住居学科教授の薬袋委員です。 

 

【薬袋委員】   

 薬袋でございます。よろしくお願いします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   
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 公益社団法人全日本不動産協会常務理事の宮嶋委員です。 

 

【宮嶋委員】   

 よろしくお願いします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 本日はオンラインでご出席いただいております。 

 一般社団法人不動産協会理事事務局長の森川委員です。 

 

【森川委員】   

 森川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 ＮＰＯ法人消費者機構日本理事の唯根委員です。 

 

【唯根委員】   

 唯根でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 京都大学大学院法学研究科教授の横山委員は、本日所用のためご欠席となっております。 

 委員１６名のうち、１５名の皆さまにご出席いただいており、総数の３分の１以上に達

しておりますので、不動産部会が成立しますことを報告いたします。 

 それでは、カメラ撮りはここまでとさせていただければと思います。 

 議事に先立ちまして、不動産・建設経済局長の長橋より一言ごあいさつ申し上げます。 

 

【長橋不動産・建設経済局長】   

 長橋でございます。 

 本日はお忙しい中、委員の先生方にお集まりいただきまして本当に感謝を申し上げたい

と思います。 

 この不動産部会は、不動産ビジョン２０３０を取りまとめた２０１９年４月以来の開催
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で、実は４年ぶりということで随分間が空いてしまい、本当に恐縮でございます。ただ、

その間、ビジョンの中で今後重点的に検討すべき事項というか、政策課題として挙げられ

たそれぞれのテーマについて、例えば賃貸管理の法制化ですとか、心理的瑕疵のガイドラ

インの作成等々、着実に事業を進めてきているところでございます。特に、コロナが始ま

る前にＩＴ重説はスタートしておりましたけれども、なかなかうまく進んでいなかったの

ですが、この間のコロナの影響があって、オンライン化が随分進んできております。 

 さらに、後ほどご説明いたしますけれども、今後ＤＸにて不動産に関する情報を活用、

つなげていきたいということの取り組みも、それぞれ都市とか住宅とかの政策とも関連し

ながら、今、進めているところでもございます。 

 また、本日のメインのテーマであります、インスペクションに関する情報提供を義務化

とした改正宅建業法の施行後５年経っての確認と今後の見直しは必要かどうか、いろんな

議論をいただくということですが、この改正宅建業法は、ちょうど私が不動産業課長の時

に担当させていただいておりました。これからご説明もありますけれども、この５年間、

思っていたような状況に進んでいるかどうかを含めて、いろんなご意見をいただければと

思います。 

 自分としては何となく業績を評価されるような感じなので、少し厳しくとられると、と

思うところがありますけれども、政策なので、忌憚のないご意見をいただいて、いい方向

で進めていければと思っております。 

 あともう一つ、先ほどもちょっと触れましたけれども、デジタル化対応も今後の不動産

政策の中で一番大きな柱となるところでございますので、そうした観点も率直にご意見を

いただければと思っておりますので、今日はよろしくお願いしたいと思います。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 それでは、議事に入らせていただきます。 

 以降は中城部会長に進行をお願いしたいと思います。中城部会長、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

【中城部会長】   

 はい、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らせていただきます。 
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 本日の議題は２点ございます。 

 １点目は「改正宅地建物取引業法の施行状況及び今後の見直しの方向性について」、２

点目は「最近の不動産政策に関する取組について」でございます。いずれも重要ですが、

時間的な配分としては、第１の議題にやや長い時間を割きたいと考えております。 

 それではまず、事務局から資料２に基づいて説明をいただきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 それでは、資料２「改正宅地建物取引業法の施行状況及び今後の見直しの方向性につい

て」ご説明させていただきます。 

 おめくりいただきまして１ページ目をご覧ください。 

 資料の流れでございますけれども、最近の不動産流通市場の市況推移について幾つか統

計資料をご用意してございます。その上で、平成２８年に改正されました宅建業法の概要、

そしてこの間、アンケート調査等を行ってございますので、その結果を含めた改正宅建業

法の施行状況、そして最後に今後の見直しの方向性という流れでご説明させていただきま

す。 

 ３ページ目をご覧ください。既存住宅流通量の推移と国際比較でございます。 

 わが国における既存住宅の流通のシェアにつきましては、諸外国、欧米と比較いたしま

しても、相対的に低いシェアと言われてございます。わが国におきましては、諸外国に比

べて大体６分の１から５分の１程度といった低い水準となっているというところでござい

まして、こういった問題点等を背景といたしまして、改正宅建業法が平成２８年に改正さ

れたところでございます。 

 ４ページ目以降に幾つか既存住宅等の着工等に関する統計資料を付けてございますが、

資料の説明については割愛させていただきますので、ご覧いただければと思います。 

 少し飛んでいただきまして９ページ目でございます。改正宅地建物取引業法の概要でご

ざいます。 

 おめくりいただいて１０ページ目をご覧ください。平成２８年に改正されました宅地建

物取引業法におきまして、建物状況調査、インスペクションの活用の促進等を内容とする

もので、施行日が平成３０年４月１日でございますので、ちょうど５年前でございます。

こちらにつきまして、施行から５年を目途に運用状況をもとに見直しの検討を行うとされ
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てございますので、本日ご議論させていただければと考えているところでございます。 

 次の１１ページをご覧ください。改正宅建業法の概要でございます。 

 取引の際に宅建業者から建物状況調査、インスペクションの活用を消費者の方に対して

促していただく、これによりまして、インスペクションを知らなかった消費者の方も含め

て、インスペクションの活用を促進していく、こういったところが主な狙いでございます。 

 ポイントといたしましては、この①、真ん中のところでございますけれども、媒介契約

の締結時に宅建業者から、インスペクション業者のあっせんの可否を示す。それによりま

して、媒介依頼者の意向に応じてあっせんを行うといったことを義務付けているところで

ございます。 

 また、実際にインスペクションを行っている場合につきましては、②のところでござい

ますけれども、重要事項説明の際に、買主の方に対しましてインスペクション結果の概要

についてご説明をするといったような内容が改正の主なポイントでございます。 

 次の１２ページをご覧いただければと思います。実際にあっせんを行う場合の売主側の

フロー、流れを示したものでございます。 

 最初に、売主の方に宅建業者から制度の概要についてご紹介をいただいた上で、宅建業

者から売主の方に対してあっせんの可否を示していただきます。あっせん可という場合で、

かつ売主の方がご希望される場合には、締結されます媒介契約、こちらの書面の中にあっ

せん「有」という形で記していただいた上で、その後あっせんを行っていくという流れと

なってございます。 

 ポイントとなりますのは、こちらのグレーの矢印でございますけれども、宅建業者から、

このあっせんの可否を示す時にあっせん不可と示すという流れもございます。宅建業法上

義務付けられてございますのは、あっせんの有無に関する事項について、媒介契約書の内

容に記載するといったところでございまして、あっせん不可と示すということも法律上は

許容されているところが一つポイントかと考えているところでございます。 

 それからもう一点、１３ページ目をご覧いただければと思います。 

 建物状況調査、インスペクションの申し込みを買主側で行っていただくこともできまし

て、買主側の流れということで記載してございます。 

 大きくは売主側と同様の流れとなってございますが、１点ポイントとなりますのが、引

渡し前のインスペクションの実施ということになりますと、買主が希望された場合に、売

主の方のご承諾をいただくことが必要となってまいりますので、売主の方の承諾を得られ



 -8- 

ない場合は、あっせん、実施を行うことはできないといった流れとなっているところでご

ざいます。 

 １４ページ目をご覧いただければと思います。宅建業法にございます建物状況調査でご

ざいます。 

 こちらは、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分、それから、雨水の浸入

を防止する部分、こちらに生じてございますひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況に

つきまして、目視・非破壊の方法により点検を行うものでございます。こちらは、建築士

の方で、かつ国土交通大臣が定めた講習を修了した方が資格者となってございます。 

 また、マンションにつきましても対象となってございますが、マンションの場合につき

ましては、専有部分だけではなくて一定の共用部分についても検査を行うといった制度に

なってございます。 

 １５ページをご覧ください。今申し上げました建物状況調査が一番左側でございますけ

れども、その他にも既存住宅についての調査・検査が幾つかございまして、真ん中は既存

住宅売買瑕疵保険の検査でございます。 

 左側の列と真ん中の列、この２つにつきましては、検査内容・項目の欄を見ていただき

ますと、基本的には同一の内容につきまして検査を行うといった制度の建て付けとなって

ございます。このため、一番左側の列の下の備考欄のところでございますけれども、２つ

目のポツで、調査できなかった箇所がない等の条件を満たしていれば、建物状況調査で行

っていただいた結果をもって瑕疵保険の検査を省略していただくといった運用も可能とな

っているところでございます。 

 １６ページ目をおめくりいただきまして、既存住宅売買瑕疵保険の簡単な制度の概要に

ついてご説明させていただきます。 

 こちらは個人間の売買の場合に行われるものでございますけれども、売主の方、あるい

は買主の方から依頼を受けました登録検査事業者、インスペクションを行う事業者に検査

を行っていただきます。実際に不具合が生じた場合に、一定の修補費用等につきまして、

検査事業者が買主の方に対して保証を行うといった仕組みとなってございます。この保証

に対しまして、保険法人のほうから保険金が支払われるという仕組みとなってございます。 

 次の１７ページでございます。もう一点、仲介事業者が保証を行う、仲介事業者保証型

といったタイプがございまして、先ほどの１６ページの検査事業者保証型か、こちらの１

７ページの仲介事業者保証型、いずれかのタイプが用意されているところでございます。 
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 １８ページ目をご覧いただければと思います。 

 冒頭の諸外国との比較におきまして、わが国の既存住宅の流通が低いと申し上げました

けれども、諸外国はインスペクションが非常に進んでいる国がございますが、それぞれの

国におきまして、若干、仕組みとして異なっている部分がございます。 

 幾つかの国について制度の概要をまとめてございますけれども、例えば一番左側の列の

アメリカを見ていただきますと、実施率が非常に高うございますけれども、実施される場

合の費用負担につきましては、ほとんどが買主の方の負担となっているところでございま

す。こちらは瑕疵担保に関する法律上の責任がないというところで、買主の方にとって実

施をするインセンティブが高いといったところが背景にあると思ってございます。 

 反対に、フランス等のように売主の義務とされているところもございまして、諸外国そ

れぞれの法制度によりまして、どういった方が実際に実施、費用を負担するかといったと

ころは違いが出てきているところでございます。 

 わが国におきましては、宅建業法上、買主側、売主側、いずれに対しましても、あっせ

んの有無について説明をするというような法制度となっているところでございます。 

 以上が改正宅建業法の概要でございます。 

 続きまして、１９ページからでございます。改正宅地建物取引業法の施行状況について

ご説明させていただきます。 

 ２０ページをご覧ください。国土交通省で実施をいたしました消費者・宅建業者向けア

ンケートでございます。 

 消費者アンケートにつきましては、平成３０年４月、法律の施行から３年の間に、戸建

ての住宅を購入された方、あるいは売却された方が対象でございまして、昨年の１月に実

施をしているところでございます。 

 それから、宅建業者の方向けアンケートにつきましては、令和３年度の１年間に、中古

戸建て、中古マンションの売買成約の実績のある業者を対象といたしまして、インスペク

ションのあっせんの有無等についてお聞きをしているものでございまして、昨年の秋に実

施をしているところでございます。 

 まず、消費者向けのアンケートの結果から、幾つかポイントについてご説明いたします。

２１ページをご覧ください。 

 左上のグラフでございますけれども、売却・購入する際に、何らかの住宅のインスペク

ションを実施したかというご質問に対しまして、３７.５％の方が何らかのインスペクシ



 -10- 

ョンを行ったと回答されているところでございます。 

 こちらは、改正法に基づきます建物状況調査だけではなくて、仲介業者さんが自社サー

ビスでやっていらっしゃるようなインスペクション等も含むものでございますけれども、

左下の法改正前の調査と比較いたしますと、改正以降インスペクションを実施されている

方が一定数増えているといった傾向があると思ってございます。 

 また、右側でございますけれども、宅建業者から説明を受ける以前にインスペクション

の名称を知っていましたかという質問で、「制度内容を詳しく把握していた」「内容もある

程度わかっていた」方が全体の半分以下というところで、知らなかった方のほうが多いと

いう状況でございます。 

 ２２ページをご覧ください。左側のグラフは、仲介業者から建物状況調査のあっせんを

やりますかと聞かれた方の中で、多くの方が実際にあっせんを受けられているといった回

答でございますが、このオレンジのところの、もともとあっせんを希望してはいなかった

けれども、宅建業者の説明や説得を聞いてあっせんを依頼し受けたといった方が一定数い

らっしゃるという回答となってございます。 

 また、右側のグラフでございますけれども、実際にインスペクションを実施した方につ

きましては、「とても満足」「満足」を足して合計７８.５％の方が満足されているといっ

た回答となってございます。 

 反対に、インスペクションを実施されなかった方につきましては、次のページの２３ペ

ージでございます。実施しなかった理由についてお聞きをしているところでございます。 

 売主側で最も多い回答が、早く売りたかったといった回答、それから買主側では費用負

担を避けたかったといった回答が最も上位に挙げられているところでございます。 

 以上が消費者アンケートの概要でございまして、次のページは宅建業者向けアンケート

でございます。おめくりいただきまして２４ページをご覧ください。 

 宅建業者に対しまして、成約の案件ごとにあっせん「有」と示している案件がどれぐら

いあるかという割合を聞いている質問でございます。最も多い回答につきましては、一番

上の中古戸建売り側で見ますとゼロ、つまりあっせん「有」と示していないという業者が

全体の７割となってございます。 

 赤枠で囲っておりますところがあっせんを示している業者でございますけれども、最も

多いのが２割以下の案件１４.３％、それからその次に多いのが８割超、つまりほとんど

の案件であっせん「有」と示していますよといった業者も９.３％、１割弱いらっしゃる
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ということで、業者間の取り組みが二極化しているような傾向があると分析をしていると

ころでございます。 

 次の２５ページをご覧ください。宅建業者に対しまして、「一律にあっせん無」として

いるかどうかということをお聞きしてございまして、「一律あっせん無」としている回答、

こちらが７４.１％となっているところでございます。参考で右側の従業員人数規模別に

見ますと、中小規模の事業者でこういった傾向がより出ているといったところでございま

す。 

 こちら、「一律あっせん無」としている業者に対しましては、理由をお聞きしておりま

して、次の２６ページをご覧ください。上位に来ているところで、例えば３点目でござい

ますが、建物状況調査を実施する適切な者がいない、見つからないといった回答、あるい

は４点目でございますが、建物状況調査で発見されなかった劣化・不具合の状況が後で発

見された場合にトラブルになることが懸念される。インスペクションをやった結果、かえ

ってトラブルに巻き込まれるのではないかといった懸念も回答として上位に来ているとい

ったところでございます。 

 それから、次の２７ページでございます。こちらはあっせん「有」というふうに示して

いる事業者のほうで、あっせん「有」と示した案件のうち、実際に建物状況調査の実施に

至っているものがどれぐらいあるかというところでございますが、最も多い回答が２割以

下という回答となっているところでございます。 

 こちらの理由につきましては、何らかの理由により売主・買主の意向で実施しないこと

とした、あるいは、買主が希望したが売主が同意しなかったといったことで、当事者のご

意向によりまして実際にインスペクションの実施に至らなかったケースもあるというとこ

ろでございます。 

 おめくりいただきまして、最後の２８ページでございます。宅建業者に対しましても、

インスペクション、建物状況調査のメリット、それから課題をお聞きしているところでご

ざいます。 

 こちらの右側の課題について見ていただきますと、「インスペクションの実施に係る費

用について、売主・買主の理解を得ることが難しい」が最も上位に来ているところでござ

います。特に、あっせん実績のない事業者ほど、こういった課題についてより思っている

といった回答となっているところでございます。 

 以上が施行状況でございます。 
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 ２９ページからは、こちらを踏まえました今後の見直しの方向性でございます。３０ペ

ージをご覧いただければと思います。アンケート結果のまとめと論点整理でございます。 

 まず、消費者アンケートを見ますと、建物状況調査実施率が改正前から一定増加してい

るといったところ、あるいはあっせんによりまして実施を決められた消費者の方も一定数

存在するということでございますので、改正法における、宅建業者から消費者の方に対し

てあっせんを行うといった仕組み自体は一定の効果があったのではないかと考えていると

ころでございます。 

 反面、「一律あっせん無」としている宅建業者が７４％ということで相当程度存在して

ございまして、取組状況がかなり二極化しているといった状況がございます。 

 また、消費者アンケートと宅建業者アンケートで、費用負担についてネックと回答して

いる。これは消費者、宅建業者両方について共通する部分でございます。 

 こういった結果を踏まえまして、論点として４点お示しをさせていただいたところでご

ざいます。 

 まず１点目でございますけれども、取組状況が二極化しているといった状態がございま

す。さらなる普及促進に向けまして、宅建業者によるあっせんを拡大していくために、環

境整備、あるいは制度の実効性の強化としてどういった方策が考えられるかというのが１

点目でございます。 

 ２点目でございますが、費用に見合う効果。費用というところがボトルネックと宅建業

者、消費者双方の回答が共通してございますので、まだまだ意義が十分浸透していないと

いった現状に対しまして、インスペクションを行うメリット、あるいは実施しないことに

よるリスク等について、改めて整理をして示していく必要があるのではないかというのが

２点目でございます。 

 ３点目、建物状況調査の他、幾つか既存住宅の検査がございますけれども、こちらが分

かりづらいといったご指摘もございますので、これにつきまして、どういった対応が考え

るかというのが３点目でございます。 

 最後に４点目でございます。共同住宅、マンションでございます。先ほどご紹介しまし

たように、共用部分につきましても一定検査を行う必要がございますけれども、その都度

管理組合ないし管理会社のほうに合意を取る必要があるというところで、建物状況調査が

使いにくいといったご指摘もございまして、これについてどういった対応が考えられるか、

これが４点目でございます。 
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 ３１ページをご覧ください。以上、申し上げました４つの論点それぞれにつきまして、

見直しの方向性として幾つかまとめているところでございます。それぞれ後ほどのページ

でご説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただいて３２ページでございますけれども、今回の見直しの方向性、全

体像というところで、冒頭にご説明いたしましたあっせんのフローに合わせましてお示し

をしてございます。 

 この論点の①、宅建業者の環境整備・実効性強化でございますけれども、これは売主さ

んに対してあっせんの可否を示す、まさにここで宅建業者からできるだけあっせん可と示

しやすいような環境整備、あるいは実効性強化といったところでございます。 

 それから、この論点の②でございますけれども、こちらは建物状況調査について最初に

売主さんに対して制度をご紹介いただく時に、メリットについて分かりやすく説明できる

ようにといったところ、それからこの論点の③、④につきましては、いずれも実施の段階

におきまして、建物状況調査の実施を効果的に行うことができるようにするための見直し

といったところでございます。 

 それでは、それぞれの論点ごとに資料をご用意してご説明させていただきます。 

 まず、論点①でございます。３３ページをご覧ください。 

 国土交通省のほうで媒介契約締結時の標準媒介契約書、契約約款について定めてござい

ます。こちらは平成３０年の法改正の際に、この３番のところ「建物状況調査を実施する

者のあっせんの有無」、こちらを追加しているところでございます。現在、こちらに「有」

か「無」かの丸を付けていただくことになってございますけれども、こちらにつきまして、

例えば、あっせん「無」の理由について記載する欄を設けたらどうかというのが１点でご

ざいます。 

 それから、もう一点でございますけれども、インスペクションをやった結果、かえって

トラブルに巻き込まれるのではないかといった懸念点を挙げている宅建業者がございまし

た。現在、約款の「（建物状況調査を実施する者のあっせん）」というところで、建物状況

調査の実施について記載をしているところでございますけれども、この建物状況調査とい

う言葉のところに、これはあくまでも目視・非破壊の検査というところで、瑕疵がないこ

とを保証するようなものではない、といったような内容、こういった注意書きを付記した

らどうかというところが２点目でございます。 

 なお、下に※書きで書いてございますが、現在、重要事項説明の際に、こちらの注意書
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きについては、買主の方にご説明をいただいてございますけれども、この内容を媒介契約

の締結の段階でご説明してはどうかといったことでございます。 

 ３４ページをおめくりいただきましてご覧ください。こちらは、福岡県の事例のご紹介

でございます。福岡県におきましては、福岡県庁、それから福岡県の建築住宅センター、

それから仲介業者の団体等が連携いたしまして協議会を立ち上げていらっしゃいまして、

積極的にインスペクションの実施をしていただいているところでございます。 

 こちらの右側のフロー図はホームページから記載させていただいてございますけれども、

この福岡県建築住宅センターが瑕疵保険における登録検査事業者にもなってございまして、

仲介事業者さん、あるいは消費者の方も、まず分からなければ建築住宅センターに相談す

るというところで、一定分かりやすくフローが示されているといったところでございます。 

 このような形で、建築関係の団体、それから仲介の団体の連携といったところを促進し

ていくことが制度の普及には効果的ではないかと考えているところでございます。 

 それからもう一点、応援宣言事業者という取り組みが左下にございます。こちらは仲介

業者の方でインスペクションを積極的にやりますといった方が、ホームページに登録をす

るという仕組みとなってございます。これによりまして、消費者の方からいたしますと、

どの業者に行けばインスペクション、建物状況調査をやってもらえるかということが分か

りやすいような仕組みとなっていると思いますので、こういった取り組みについても非常

に参考になると考えているところでございます。 

 ３５ページをご覧ください。論点①のまとめでございます。今ご紹介しましたような見

直しの方向性として４点考えてございます。 

 制度の実効性の確保のためにあっせん「無」とする場合に、媒介契約書にその理由の記

載を求めるとしてはどうかというのが１点目。 

 それから、媒介契約の締結の段階で、消費者の方に分かりやすく伝えるようにというこ

とで、建物状況調査の制約等について媒介契約書に明記したらどうかというのが２点目で

ございます。 

 ３点目でございます。都道府県等の自治体ごとに宅建業者の団体と建築関係の団体の連

携の促進・支援が必要ではないかというところ。 

 そして、消費者の方があっせん「有」とする宅建業者を事前に把握できるように、宅建

業者自身による情報発信、例えばホームページでの公表でありますとか、あるいは店頭へ

のロゴの掲示等が考えられますが、こういった取り組みについて促進してはどうかという
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ところが４点目でございます。 

 続きまして論点の②でございます。３６ページをご覧ください。 

 国土交通省で、制度創設時に建物状況調査に関します簡単なリーフレットを作成してい

るところでございます。こちらは簡単に実施のメリット、それから建物状況調査の概要等

を記載してございますけれども、こちらの内容につきまして、もう少し具体的なものに更

新を図ってまいりたいと考えているところでございます。 

 例えば、実施のメリットの部分につきましては、先ほどご紹介いたしました消費者の方

の満足度が高いこと、あるいは反対に実施しないことのリスク等についても分かりやすく

説明をしていくことが必要ではないかと考えているところでございます。 

 実施しないことのリスクに関係いたしまして、３７ページ、それから３８ページでござ

います。３７ページでございますが、こちらは改正法施行後に実際に相談が寄せられてい

るような紛争事例というところでご紹介をさせていただきます。 

 赤枠のところ、こちらはインスペクションをやらなかったケースでございますけれども、

①は契約不適合免責物件で購入後に不具合が発生したというところで、仲介業者に対して

買主の方が賠償を求められたといったトラブル事例でございます。 

 また、②でございますが、こちらは建物状況調査の実施を売主の方が断られたというこ

とで、引き渡し後に買主さんが実施をして瑕疵を発見し、売主さんに対しては不告知、そ

して仲介業者に対しては調査義務違反ということで賠償を求めたと、こういったトラブル

につながったような例もあるといったところでございます。 

 ３８ページをご覧いただければと思います。既存住宅に関します雨漏り等の不具合に関

するトラブルについて、最近の裁判例について幾つかご紹介してございます。 

 こちらは、いずれも契約の時点は改正宅建業法の施行の前の案件ではございます。いず

れもインスペクションを実施していないケースでございますが、こういったトラブルにつ

きまして、インスペクションの実施によりまして、トラブルの回避につながるような効果

もあると思っているところでございます。こうしたインスペクションを行わない場合につ

いて考えられるリスクといったことについて、分かりやすく整理をしていくことが必要で

はないかと考えているところでございます。 

 ３９ページをご覧いただければと思います。インスペクション実施のメリットの整理と

いうことでございますけれども、建物状況調査を行う住宅につきまして、例えば、新しい

ものと古いもの等、物件の特性に応じて若干メリットが異なってくる部分があると考えて
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いるところでございます。 

 上のほうでございますけれども、一定新しい物件につきましては、インスペクションを

やっていただくことによりまして、不具合がないことが明確になり、瑕疵保険に加入でき

る可能性も高いということで、売主さんにとってより実施するメリットが高い、あるいは

行うデメリットが相対的に低いと思っているところでございます。 

 それから、黄色いところでございますけれども、売主さんが実施されていない物件、あ

るいは不具合の有無が曖昧な物件につきましては、買主さんにとって実施をするメリット

が高いと考えてございます。このような形で物件の特性等に応じまして、売主さん、買主

さんそれぞれメリットがあるシチュエーションが異なってくる部分がございますので、こ

ういった整理を元に、仲介業者からもそれぞれ現場でご紹介いただくといったことが一つ

考えられないかというところでございます。 

 ４０ページをご覧いただければと思います。現在、トラブル防止等の観点から、実務上、

売主の方に対しまして告知書といったものを提供いただいているところでございます。現

行、国土交通省で出しております「解釈・運用の考え方」の通達の中でも、告知書を提出

していただくことにつきましては、将来の紛争の防止に役立てることが望ましいと推奨し

ているところでございます。 

 実施しないことのリスクといったところで先ほどもご説明いたしましたけれども、この

既存住宅の取引に際しまして、告知書についての有効性についても改めて周知をしていく

ことが必要ではないかと考えているところでございます。 

 最後に４１ページでございます。実施をする際のメリット、あるいはデメリット低減と

いう観点で、一定の助成制度といったものも有効ではないかと考えているところでござい

ます。 

 掲載してございますのは、兵庫県の事例でございますが、インスペクションの実施費用

に対しまして一定の助成金を地方公共団体から支出するといったものでございます。現在、

こういった形で幾つかの都道府県、あるいは市町村でインスペクションの実施費用に対し

まして助成金を設けているところがございますけれども、こういった取り組みを後押しす

るような対応について検討が必要ではないかということで考えているところでございます。 

 ４２ページは以上のまとめでございます。 

 建物状況調査の意義・効果について論点②でございますが、見直しの方向性を４点。制

度の認知・理解の向上のため、実施のメリット、あるいは実施しないことのリスク等につ
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いて分かりやすく整理したリーフレットの整備が必要ではないかというのが１点目。 

 その際、比較的新しいもの、それ以外といった形で物件の特性に合わせて場合分けをし

てメリットを示してはどうかというのが２点目でございます。 

 併せまして告知書の提出、これにつきましては改めて促していってはどうかというのが

３点目。 

 そして４点目。メリットの強化、デメリットの低減の観点から、インセンティブの付与、

支援策についての検討が必要ではないかといったところでございます。 

 おめくりいただきまして論点の③でございます。 

 複数の検査につきまして、既存住宅状況調査技術者検索サイト、こちらが令和３年度か

ら国土交通省の事業で立ち上げているものでございまして、建物状況調査、既存住宅状況

調査を行うことができる資格を持っていらっしゃる建築士の方について、検索ができるよ

うな仕組みとなっているところでございます。 

 こちらの下のほうを見ていただきますと、宅建業法の建物状況調査、既存住宅状況調査

だけではなくて、例えば既存住宅売買瑕疵保険、こういったものも併せて行いたい場合に

は、チェックを２つ付けて検索していただきますと、両方の制度の資格を持っている技術

者の方が地域ごとにヒットするような仕組みとなっているところでございます。 

 こちらのサイトにつきまして、今後、内容の更新を図ってまいりたいと考えているとこ

ろでございまして、４４ページをご覧いただければと思います。 

 複数の検査につきまして、運用上１回で行うような場合、効率的に実施ができるという

ことでございます。例えば依頼者の目的に応じて複数のインスペクションを１回で実施す

る場合には、「こういった形で検索をしていただいて、このように進みます」といった分

かりやすいフローを検索サイトに掲載することによりまして、消費者の方や宅建業者の方

から、インスペクションを行うことができる事業者に分かりやすくアクセスできるように

といったところの改善を行ってまいりたいと考えているところでございます。 

 ４５ページをご覧いただければと思います。 

 今申し上げましたように、既存住宅状況調査技術者の検索サイトを改善いたしまして、

複数類似する検査・調査を１回で効率的に実施できるよう、分かりやすくフロー等を示し

ていくというのが１点目でございます。 

 それからもう一点でございますけれども、「建物状況調査」「既存住宅状況調査」「イン

スペクション」等、複数の名称が存在している、これが一定程度、消費者の方への浸透を
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図っていくという観点で、分かりづらさを生んでいるのではないかといったご指摘もござ

います。これについて、例えば、「法定インスペクション」「法定住宅診断」と呼ぶ等、何

らかの統一的な名称、呼称の使用を検討してはどうかと考えているところでございます。 

 最後、４６ページからが論点④、マンションについてでございます。 

 ４６ページ、こちらが既存住宅状況調査方法基準でございます。インスペクションの実

施基準についての細目を定めている告示でございますが、こちらは本年４月に見直しを予

定しているところでございます。 

 この中の右下、調査手法の多様化の赤線を引いているところでございますが、マンショ

ンの共用部分の検査につきまして、住戸内で実施する専有部分の調査と共用部分の調査に

つきまして、別の調査主体が別の時期にそれぞれ区分して実施した場合であっても、その

２つを足し合わせて建物状況調査の結果として使うことが可能であるといったような解釈

を明確化するような改正を予定しているところでございます。 

 これによりまして、現在はマンションの建物状況調査を行う場合には、専有部分の検査

を行った上で、その都度、共用部分の検査を行っているところでございますけれども、あ

らかじめまとめて共用部分の検査を実施した上で、取引の際に専有部分の調査をその都度

行い、結果を足し合わせるといった運用の見直しが可能ではないかと考えているところで

ございます。 

 それから４７ページをご覧いただければと思います。 

 マンションに関しましては、特にこの共用部分についての維持保全の状況については、

購入者の方にとっては非常に重要な判断材料となるものでございます。現在、重要事項説

明の対象といたしまして、こうした建物の建築および維持保全の状況に関する一定の書類、

建築基準法に基づく検査済証でありますとか、あるいは建築基準法１２条に基づきます定

期調査の報告書、こういった書面につきましては、書類の保存の有無について重要事項説

明の対象とされているところでございます。 

 ４８ページをご覧いただければと思います。 

 共同住宅に関しての見直しの方向性として２点記載してございます。 

 １点目でございますが、マンションにおける建物状況調査の実施の運用改善というとこ

ろで、共用部分について、現在マンションの管理組合、あるいは管理会社のほうで行われ

ている、例えばその大規模修繕前の調査でありますとか、あるいは建築基準法に基づきま

す定期的に行われる検査等に併せまして、宅建業法の基準を満たす形で建物状況調査を行
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っていただき、その結果について一定期間使っていただくというような運用改善ができる

のではないかと考えているところでございます。 

 この場合、現在、省令でこの建物状況調査の有効期間については１年間と定めていると

ころでございますが、マンションの共用部分に関して、例えば建築基準法の定期報告の検

査は、多くの特定行政庁で３年間とされているところでございますので、例えば３年間と

いった形で見直してはどうかと考えているところでございます。 

 それからもう一点でございますけれども、現在、重要事項説明の際に有り無しについて

説明が義務付けられてございます建物の維持保全に関する書類につきましては、あくまで

も法令上の義務としては有り無しの説明でございますけれども、必要に応じて、その概要

等といったものについても、消費者の方に対して情報提供をしていくといったことが考え

られないかというところでございます。 

 資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【中城部会長】   

 はい、ありがとうございました。ただ今の説明を踏まえましてご発言をいただければと

思います。よろしくお願いいたします。唯根委員お願いいたします。 

 

【唯根委員】   

 ありがとうございます。唯根です。 

 質問ですけれども、アンケート調査や報告内容で費用のことが随分出てきているのです

が、この費用の出し方とか、それから平均というのでしょうか、どのぐらいの費用がかか

るのかというのが統計なりで分かるものなのかお答えいただけるのでしょうか。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 費用でございますけれども、戸建住宅の場合であれば、大体７万円ぐらいといわれてご

ざいます。また、出し方につきましては、売主さんのほうで負担される場合もございます

し、買主さんのほうで申し込まれて負担される場合の、両方あると認識をしているところ

でございます。 

 

【唯根委員】   
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 すみません、それはどちらが負担しても同じ金額という理解でよろしいでしょうか。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 負担される方によって金額が変わるといったことは、基本的にはないと思っております。 

 

【唯根委員】   

 ありがとうございました。 

 

【中城部会長】   

 その他はいかがでしょうか。ご発言の時にはお名前を言っていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。 

 齊藤委員、お願いいたします。 

 

【齊藤委員】   

 齊藤でございます。丁寧なご説明どうもありがとうございました。 

 丁寧な調査に基づいてのご提案でありまして、基本的に私は全面的に賛成したいと思い

ます。そして、中古住宅を買主・売主共に安心して取引していくということは非常に重要

な視点ではないかと思います。 

 幾つかの論点を示していただきましたので、確認しながら私の意見を申し上げたいと思

います。３５ページのところでございますが、私はぜひインスペクションを進めていただ

きたいということで、インスペクションのあっせんをしない方が、少し面倒くさいなと思

っていただけるような仕組みとして、この「無し」への対応があり得るのではないかと思

っています。 

 それから消費者の方が、インスペクションをまだまだ十分に理解をされていないという

ことが今回の調査でよく分かりましたので、トラブル回避という意味でこういったことを

ご説明できるような機会が必要ではないかなと思っています。 

 そして、どこに頼めばインスペクションしてくれるのだろうと、消費者からも業者から

も同じように言われまして、もう少しダイレクトに言うと、「齊藤さん、どこか紹介して

くれないか」と言われますので、消費者自ら、あるいは宅建業者の方がアクセスしやすい

環境をつくっていくというのは非常に有効でありますし、そういった良い事例を横展開し
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ていくというのは非常に重要ではないかなと思っています。 

 そして、４２ページのところに行きますと３つ目の論点でしょうか。告知書をしっかり

使っていきましょうということですが、私が聞きそびれたかもしれませんが、現状で告知

書はどのぐらい使われているのでしょうかということでございます。私たちもアメリカ等

で調査いたしまして、インスペクションの報告書に、プラス告知書ということの重要性を

感じておりますので、これに関しましても大変重要な視点ではないかと思っているところ

でございます。 

 こちらに関しましても、消費者の方にしっかりとご理解いただけるということを支援し

ていくのが重要ではないかと思います。 

 そして、論点の３つ目でございますが、建物状況調査の名称を統一しましょうというの

はおっしゃられるとおりかと思います。あれとこれの調査はどう違うのだとよく言われま

す。 

 名称の統一もですが、あれもこれも調査をしなければいけないのというのではなくて、

やはり一つの調査でできるようにしていく、調査の連携が必要ではないでしょうか。消費

者に、そして宅建業者の方にも分かりやすく使っていただけるということが非常に重要で

はないかということで、名称もそうですが、内容も整理していただいて、本当に使いやす

いということを大事にしていただけたらよいのではないかと思います。 

 論点の４つ目になります。これはもう私がずっと主張してきたことでございますので、

このテーマを議論の論点にしていただきましてありがとうございますと申し上げたいと思

います。 

 マンションで、各戸ごとに取引されるたびに共用部分の検査をされるのですが、それが

ある意味、部分的であることもありますので、逆に全体像をしっかり把握して、これを一

定期間ストックして有効に活用していただけるということは非常に重要ではないかと考え

ております。そして、管理会社、管理組合の許可をいちいち取るというのではなくて、一

定の期間使っていけるという方向は非常に重要ではないかと思っています。 

 その時に、どの単位で情報をストックしておくのか、棟別なのか管理組合単位かという

こともあるのかと思っておりましたが、やはり履歴情報が集約されているのは管理組合単

位なのかと思います。ただ違う棟の場合はどうするのか。このあたりも検討していく必要

があると思います。 

 そして有効期間１年は若干短いかと思いますので、もうちょっと長くしていただいたほ
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うが有効ではないかと思います。でも、長過ぎてもよろしくないので、このあたりも皆さ

んのご指導を得たいと思っています。 

 それから、建築及び維持保全に関する書類の保存状況に関する重要事項説明に関して、

有り無しということの説明があるのですが、それに対して、例えば集合住宅、マンション

の場合でしたら、やはり一番ご関心があるのは、情報があるかないかではなく、大規模修

繕をいつしたのだということや、次はいつする予定があるのかということだと思います。

有り無しを示すだけで、何か分からない情報がいっぱいありますよではなく、消費者の方

のご関心が高いところに寄り添う形で説明があったら良いかと思います。このことは、マ

ンションの大規模修繕をしっかりしていただくことにつながっていくと思います。こうい

うふうに情報開示し、マンションでの大規模修繕を社会的に当たり前にしていくことに寄

与できるような進め方がよろしいのではないかなと思いました。 

 以上が私の意見になりますが、先ほど質問しました告知書の利用がどのぐらいあるかと

いうことを教えていただけたらと思います。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 お願いします。 

 

【三浦不動産業課長】   

 不動産業課長の三浦です。 

 齊藤委員、本当にありがとうございます。多岐にわたるご意見、本当に参考になります。 

 かいつまんでコメントさせていただきますと、インスペクションの制度ができたのは５

年前ですが、まだまだ取り組んでいらっしゃらない業者さんは今回のアンケートでもみら

れるのですけれども、取り組まれた業者さんはやっぱりやって良かったと。あっせん経験

の有無でインスペクションの必要性に関するグラフの数字も違っておりますので、インス

ペクションをやってみて、皆さんがこれは必要な制度だと思うことで定着が今進んでいる

という状況だと思います。消費者の方の理解も同様です。 

 今後、漫然とインスペクションを進めるということではなくて、インスペクションをや

ったほうがいいことがあるし、逆にやらなかったら、不安な面を残したまま高額な住宅を

買うことになるということが伝わると、もっと浸透するのではないかと。先ほど検査料が
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何万円という話もありましたが、数千万の買い物に７万円ということについて、それだけ

のバリューがある仕組みだと思っておりますので、定着を進めていきたいと思います。 

 それから、建築系団体との連携もそのとおりでございまして、今回は福岡モデルという

ことでご紹介させていただきましたけれども、ぜひ全国に横展開していって、仲介サイド

の方と建築の方、あるいは工務店の方の連携が一層進むように、いろんな団体の方と協力

を進めてやっていきたいと思っております。 

 それから、告知書の活用について、今日はサンプルでちょっとご説明させていただきま

した。大体これは２ページぐらいのいわゆる問診票みたいなチェックアップするリストに

なっていますので、記入する負担はそこまでないと考えております。この告知書の普及も

もう１０年以上前から進めております。 

 我々の理解では、普通に仲介を行っていらっしゃる業者の方であればもう当然知ってい

て、売主の方にまずは書いてくださいということをやっていただいていると思っておりま

す。大半のケースで告知書は使われていると思ってございますので、今日、草間委員にご

参加いただいておりますが、仲介の現場で告知書はどれぐらい使われていて、どう役に立

っているか、補足で、後でご紹介いただければ幸いに存じます。 

 それから名称のほうも、これはぜひ皆さんに今日オープンな形でいろんなご意見を。も

うとにかく１つにしてくれというのもあると思いますし、もう片仮名をやめてというのも

あると思いますし、逆にキャッチコピーとして片仮名で、ブランドネームのようにしてい

くという考え方もいろいろあると思います。インスペクションというのが何となく分かっ

ているのだけれども、詳しくどういうことなのかということがもっと広く普及するような

ニックネームといいますか、ブランドネームのようなものを、今年はこういうことを考え

ていきたいと思ってございます。 

 それから、マンションのほうは、今日は住宅局の担当も来ておりますので、補足の説明

をいただければと思うのですけれども、マンションでは管理組合サイドと仲介サイドの情

報を受け渡しが、今よりもっとスムーズにいくことが流通にもつながりますし、マンショ

ンの品質とか管理状況の情報開示が、買う人にとっても安心して既存住宅のマンションを

買える状況につながると思っておりまして、そういうことは今後意識しながらやっていき

たいと考えてございます。大変重要なご指摘ありがとうございます。 

 

【齊藤委員】   
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 どうもありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 住宅局のほうで、今の棟単位とか管理組合単位とか補足することがもしありましたら、

お願いできればと思います。 

 峰村さん、もしよかったらお願いします。 

 二俣参事官いかがでしょうか。 

 

【二俣住宅局参事官】   

 すみません、棟単位などの扱いについては、まだ検討ができていないところなので、今

後、さらに検討させていただきたいと思います。 

 

【齊藤委員】   

 そうだと思います。 

 

【峰村不動産・建設経済局参事官】   

 今、マンションの管理業務で標準契約書の見直し作業をしています。その中で、宅建業

者等から情報を求められた時に何を出すかというところで、修繕の状況とか、あるいは点

検とか調査とか、その辺の結果をオープンにしていくという方向での見直しも検討してご

ざいますので、またご意見を伺いながら考えていきたいと思います。ありがとうございま

す。 

 

【齊藤委員】   

 ありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 草間委員、告知書関係、その他にいかがでしょうか。 

 

【草間委員】   

 まず告知書の件ですが、告知書については建物状況調査をする、しないにかかわらず、
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建物状況調査の内容だけではなく、例えば地盤だとか、周辺環境だとか、細かく言えば近

隣トラブルがあるかどうかとか、町内会のことだとか、そういった宅建業者が調査できな

い項目を売主さんからヒアリングして、買主さんに説明をしているということで、多分私

の知る限り、ほとんどの宅建業者さんが媒介の時には告知書を使っていると思います。 

我々も、媒介業者として一つの保全にもなりますし、買主さんにも詳細な説明ができます

から、非常に使われていると思います。 

 

【齊藤委員】   

 そうですか。ありがとうございます。認識させてもらいました。ありがとうございます。 

 

【草間委員】   

 その他にちょっといいですか。 

 

【中城部会長】   

 はい、お願いします。 

 

【草間委員】   

 まず論点１の中に、あっせんを行わない場合の理由を記載することとありますが、私ど

もが取引の中で感じるのは、あっせんがない場合というのは、売主さん、買主さんがあっ

せんを希望しない場合がほとんどなのですね。 

 アンケートでもございますように、例えば費用がかかるとか、早く売却したいとか、売

主さんからすれば、建物の粗を探られてしまうのではないかといった不安もありまして、

ほとんどの場合、我々があっせんをしないということはあまり考えられないことです。 

 なので、この点についてはその理由を書くとしても、どのような形で書くかというのが

宅建業者もちょっと戸惑うところだと思いますので、できればこの辺を国交省さんのほう

で、こういった記載の方法があるというものを提示していただければありがたいと思って

おります。 

 それと、事例にある都道府県等の自治体との連携支援につきましては、これは福岡の宅

建協会が私どもの会員でございまして、宅建協会が関わっているわけでございますけれど

も、これは極めてまれなケースかなというのがあります。なぜかというと、やはり人員の
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問題だとか、予算の問題だとか、自治体の問題だとか、マンパワーの問題だとかという、

そういったものがありますので。取り組みは、私は素晴らしいと思いますので、こういっ

た活動ができるようにぜひ国のほうでも支援していただければと思います。 

 あと、建物状況調査の周知啓発についてですが、私どももパンフレットを作って消費者

に周知啓発をしておるのですけれども、なかなかこれが進んでいないというのが現状でご

ざいます。宅建業者があっせんをする、しないというＰＲよりも、例えばポータルサイト

で、物件ごとに建物状況調査をしているとか、していないといったところをＰＲすること

によって消費者に周知啓発できるのではないかと思うのですね。 

 我々があっせんをやっていますよと手を挙げるよりも、やはり建物状況調査というもの

が周知啓発、要はＰＲできることが大事だと思います。買われる消費者の人も建物状況調

査があれば大変安心なわけで、そういった物件は早期に売却できるという実績があれば、

売主の方もどんどん協力されていくと思います。 

 それと、我々がやっていく中で、できれば建物状況調査と既存住宅の瑕疵保険の検査、

これは１つにしてもらいたいなと思います。フラット３５の適合証明の場合だと、フラッ

ト３５を適用しなければ何も意味がありませんから、せめてこの建物状況調査と既存住宅

の瑕疵保険の検査を１つにしていただければ、非常にありがたい。費用面もある程度で済

むのではないかと思います。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。 

 三浦課長、お話がございましたら。 

 

【三浦不動産業課長】   

 ありがとうございます。告知書の実態のほうもありがとうございます。 

 幾つかご意見いただきましたけれども、最初の、取り組んでいる業者さんの話について

は、資料でいうと２４ページと２５ページに２つの要素がありまして、最初に２５ページ

を見ていただければと思うのですけれども、円グラフのアンケートがあります。 

 ７４％と２５％がありまして、これは社として、つまり仲介会社として、うちは一切あ

っせんをやっていませんという方が７４％いて、いや、うちは物件によるのだけれども特



 -27- 

にＮＧではないよと、あっせんをしていますよという方が２５％いますので、まず我々の

問題意識としては、この７４％をできるだけ減らすこと。つまり社として一律に断るので

はなく、もちろん物件によって違うのでしょうけれども、インスペクションを拒否しない

でやってくださいと。 

 その隣の帯グラフでは、従業員人数規模別の結果がありまして、どうしても大手の方と

中小の方では、ばらつきが如実に出てしまうということがあります。まずこのあっせん

「無」という７４％を減らしていきたいということが第一かなと。そのための支援策とい

うことは当然考えていかなければいけないと思っております。 

 それから、もう一つの話として、２４ページの帯グラフがありますけれども、さっきの

７４％は薄いグリーンの組なのですけれども、あっせんしているのだけれども、ものによ

ってたまにしかやらない業者さんがいたり、ほぼ毎回やっている業者さんがいたり、いわ

ゆる二極化が起きているということがあります。もちろん物件によって、古い物件で取り

壊し前提ですとかもあると思うのですが、やはり、しっかり取り組んでいらっしゃる業者

さんと、ごくたまにしかやらない業者さんとの違いはなくして、できるだけ平準化してい

きたいと。できるだけあっせん有り率の高いほうに寄せていきたいという話がありまして、

この社としての取り組みの話と物件ごとにあっせんをどうするかという２つの要素がある

かと思いますので、実効性を上げる一つの手法として、媒介時の手順として、無し理由の

記載を組み込んでいきたいと考えております。 

 実際にどういうふうに記入をするかということについては、現場の皆さま方の意見を聞

き、意見交換をしていきながら、丁寧に進めていきたいと考えてございます。よろしくお

願いいたします。 

 それから、福岡モデルの話はかなり先進的な点もあるかもしれませんが、やはりこれは

公共のサイドの支援も求められるかと思ってございますので、来年度以降の我々のほうの

政策課題において、どういうふうに実効性を図っていくか、一回持ち帰って検討させてい

ただければと思ってございます。 

 それから、ＰＲのほうはご指摘のとおりだと思ってございまして、ポスターとかチラシ

とかを作るだけではなくて。実際に今、不動産の家探しをする場合には、まずポータルサ

イトでいろいろ探すというのは基本的な動作だろうと思ってございます。消費者の方が見

て、「何かインスペクションはやらなきゃいけないよね」と、「どうしてお宅はやっていな

いのですか」と言えるぐらいに持っていけたらいいと思ってございまして、そのＰＲの方
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法とか広告周知については、知恵を絞っていきたいところがありますので、大変重要なご

指摘ありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。 

 浅見委員お願いいたします。 

 

【浅見委員】   

 ありがとうございます。 

 このインスペクションの問題というのは、いかに瑕疵があるというリスクを減らしてい

くか、これが重要なところですので、まずはインスペクションで何かしら不具合が見つか

ったり、あるいは、後のトラブルの回避になったりといったことがよく分かるようにして

いく必要があると思います。 

 例えばですけれども、先ほどの「訴訟のリスクがある」というふうに書いても、消費者

はぴんと来ないと思います。そうじゃなくて、実例として幾らかかったとか、もうちょっ

と生々しい情報があると、自分事化すると思うのです。やっぱり一番重要なのは消費者、

売主もそうでしょうけれども、自分事化するということなので、まずはそのためのデータ

を集める必要があるのじゃないかと。 

 実際に、新築の住宅でも瑕疵というのは思ったよりも結構あったりするのですけれども、

例えばそういう比率を出すとか、実際それを直す、補修するために幾らかかったのかとい

う統計を示すとか。それから、これは結構強烈かもしれないのですけれども、売主が拒否

しない場合と拒否した場合でどれだけ瑕疵の率が違うか。そういうのが分かると、売主が

拒否すると、自動的に買主は「だったらもっと価格を下げてください」というふうに交渉

できるはずです、本来は。 

 けれども、そういう情報がなく、そういうマーケットが成立していないので、今はでき

る状態ではない。一つ一つマーケットをつくっていくことによってインスペクションの価

値というのが分かってくるのかなと思います。 

 ですので、リスクの明確化は必要ですけれども、リスクを明確化するために、まずは情

報をうまく取ってくるということが重要なのかなと思いました。それが１点です。 

 あとは、ちょっとマイナーな点ですけれども、今日頂いた資料のアンケート調査ですけ



 -29- 

れども、恐らくどちらかと言うと優良な方が答えているんじゃないかと。つまり、バイア

スが若干プラスのほうに、プラスというのはインスペクション側に向いた答えになってい

て、実態は、もうちょっと悪い可能性もあるんじゃないかと推察します。確証があって言

っているわけではないのですけれども。 

 先ほどの統計もそうだと思いますけれども、そういうような状況を含めた上で判断する、

できることが必要かなと思いました。 

 一番最初の論点のところで、あっせん無しの場合に理由を書くというのがあるのですけ

れども、定型文章を用意して、それをコピペするというのはよくあることです。 

 そうはならないようにする必要があるので、理由を書く欄は設けてもいいとは思うので

すけれども、そういう手続きをするよりは、やっぱり賢い消費者だとか賢い売主とかを育

てるというのが一番王道ではないかということで、あえて発言させていただきました。あ

りがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。中川委員、いかがでしょうか。 

 

【中川委員】   

 草間委員、それから今の浅見委員のご発言にちょっと関連するのですけれども、この標

準媒介契約約款のあっせんの有無で、無い場合に理由を書かせることの意味というのは、

無い理由を書かないこと自体は宅建業法上の問題なのだろうけれども、それにどういう理

由を書くかということについては恐らくかなり裁量が大きいというか、ほぼ何を書いても

いいと。相当ふざけたことを書かない限り、宅建業法上の問題だという整理には多分なら

ないと思います。 

 そもそもやらない理由の相当な部分が今回の施策でつぶされているように私は思うので

すけれども、恐らく、この政策によって実現しようとしているメカニズムというのは、こ

のあっせんの無し理由についてあまり合理的じゃない理由、面倒くさいからとか、基本的

に合理的じゃない理由を書くような仲介業者については、恐らく売主も買主も消費者だと

考えた場合には、消費者から排除されていくというようなメカニズムを多分期待したもの

だと思います。 

 そういう意味で、２点申し上げたいのは、１点は、福岡方式は非常に難しいというお話
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ですけれども、やっぱり中小の仲介業者さんが検査をしていただける方を知らないといい

ますか、ネットワークに組み込まれていないという場合については、それはかなりやむを

得ないというか、難しい理由があると思いますので、ネットワークを強化するという部分

につきましては、ぜひ、国交省さんと、あるいは業界団体さんと、地方公共団体と協力を

する形で、合理的な理由についてできるだけつぶしていくということをお願いしたいとい

うことです。 

 もう一つは、そもそも合理的じゃない理由を書くような仲介業者さんが、マーケットか

らだんだん排除されていくというメカニズムは、やっぱり売主も買主も、建物の質につい

てきちんと認識してから売買をするという習慣ができていることが前提になっていると思

います。 

 そういう意味で、さっきの浅見委員の発言につながるわけですけれども、リーフレット

について分かりやすくしていきますというお話がありました。業者さんだけじゃなくて消

費者さんにもということでしたけれども、そういう取り組みを、消費者の不動産売買契約

に関する啓発とか普及とか教育みたいなものは、ぜひ積極的に取り組んでいただければと

思います。 

 そういうものがつながっている政策として、ご提案いただいているものと私は理解して

いるということでございます。以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。井出委員、お願いいたします。 

 

【井出委員】   

 成蹊大学の井出です。 

 ３１ページの見直しの方向性の全体については非常によく整理されていて、具体的な案

がきちんと示されているというところでは素晴らしい作業をしていただいていると思いま

す。 

 たくさんの方々からいろいろなご意見がありましたが、買主、売主、そして仲介する業

者の方々についても、やはりまだインスペクションに関する情報が不足しているのじゃな

いかなというふうに思いました。 

 特に売主、買主の方々に関してリーフレットを今回大幅に直していただけるということ
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で、既存のリーフレットですと、一体どんな項目が幾らぐらいで検査されるのか、質に関

する情報が全くないので、これをやったらすごく大変なんじゃないかなという印象しか受

けないというか。申し訳ありませんけれども、そういうふうに考えられやすいので、やは

り具体的に築年数が経っている物件、あるいは特定の物件で、こういったところは重点的

にチェックすると効果があるとか、一般的にこういう項目であれば平均ではこのぐらいの

費用がかかりますよということが分かれば、先ほど平均７万円というお話もあったので、

７万円であればやってみようというふうに買主と売主の方が積極的になれると感じました。 

 私は、リーフレットというわけではないのですが、宅建業者の方々にも、あっせんする

ために、建物状況調査の内容を具体的に説明できるようなマニュアルがあるのかどうか、

それを知りたいと思います。 

 そういった情報がないと、面倒だからとか、よく分からないからあっせんしないという

ふうにネガティブに働いてしまうので、説明する業者さんの手元にマニュアルのようなも

のがあれば。先ほど浅見委員等からもありましたが、過去に具体的に、どういった中古物

件に関して、特にこういったところがトラブルになりやすいといったようなこともきちん

と説明できるというような。消費者に渡すもの以外の説明のマニュアルといったものも充

実していただけると、業者さんが積極的にあっせんを行うようになると思いました。 

 そして、提案の中で、あっせんしている業者をホームページ等でＰＲできるようにとい

うことがありますが、これよりももっと、むしろ各個別の物件で、この物件はインスペク

ションが終わっていますということをＰＲすることがマーケットに対しては最大の効果が

あるわけで。例えば売主さんがインスペクションをやった戸建ての売買のＰＲの時に、こ

の物件はインスペクションが終わっていますということを広報することができれば、そう

いった物件には、安心して購入を希望する人が集中するようになり、具体的にマーケット

としてのセレクションの機能も働くのではないかと。そういったことができるような取り

組みもやっていただきたい。 

 ３点目として、インスペクションの質に対する情報が非常に不足しているので、インス

ペクションをやってどんなことが分かるのかということが、売主、買主にあまり伝わって

いないと思いますので、こういったことをチェックしているということがきちんと分かる

ように、マニュアルですとか、リーフレットのほうも工夫いただきたいと思います。 

 有効期間に関して、共用部分についてマンションは３年というご提案がありました。そ

の提案については非常に賛同するわけですが、地震ですとか洪水とか、そういったいろい
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ろな災害があった時には適時見直すということがあると思いますので、その点も併せて、

どういう時に３年を短縮するのかといったことも、きちんと議論していただければと思い

ます。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。事務局から何かございますか。 

 

【三浦不動産業課長】   

 ありがとうございます。少しまとめてのお話になりますけれども、浅見委員からいただ

きました統計的な話で、今回、不動産適正取引推進機構の裁判例を中心にちょっと集めま

したので、今後、もう少し他の機関の蓄積データとかも使いながら、充実に努めていきた

いと考えております。おっしゃるように、もっと具体例のある、数字がある議論のほうが

理解も深まると思います。そこは宿題とさせていただきたいと思います。ありがとうござ

います。 

 それから、インスペクションについてのアンケートですから、このアンケートに答える

方はどうしてもインスペクションについてある程度好意的な方が答えるというのはやむを

得ないのかなという面もあるのですけれども、これは経年的に追いかけることによって、

浸透度合いの変化が分かるのかなと。そういうバイアスが一定程度かかるという前提の上

で、定点観測していくことは重要と思ってございます。ご指摘ありがとうございます。 

 それから、中川委員にご指摘いただきましたとおり、今回、インスペクションの有無と

いうのは、無いという方についてとやかく言うことよりも、無しに丸をするのはいかがな

ものかなと考えております。 

 インスペクションのあっせんをお客さんに対して普通に提供するのを、事業者の方に、

もうこれからはやらなければいけないのかな、と誘導したいというのが真意でございます。

無しの場合については理由を書いていただきますが、皆さん有りですよねというふうに、

さきほどの７４％の業者さんの方をうまく誘導できるような方向で、この理由の書き方で

すとか選び方というのを、今後、事務局のほうでしっかり考えて、皆さんに有りに丸をし

ていただけるような実効性の高い方法を考えていきたいと思ってございます。 

 それから、井出先生のほうからもありましたとおり、消費者向けの効果的な情報提供は
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もちろん、業者さんがきちんと取り組みやすいように。まだ手がけていない方も、インス

ペクションはそんなに難しくないなと、このとおりやってみれば意外にやりやすいのかな、

と思っていただけるようなワークフローとかマニュアルといったことも、事務局のほうで、

持ち帰らせていただきたいと思います。 

 それから、この物件はちゃんとインスペクション済みだと、既存住宅であっても安心し

て住めるということのＰＲをうまくやっていくということも、併せて考えていきたいと思

います。非常に重要なご指摘ありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。その他のご発言はございますでしょうか。薬袋委員、お願い

いたします。 

 

【薬袋委員】   

 日本女子大学の薬袋です。非常に改善が進みそうな項目を挙げていただいてよかったな

と思っています。まず、論点３に関連することで、名称ですけれども、もしかしたら個人

的な気持ちだけなのかもしれませんが、「インスペクション」という言葉自体がすごく審

査されるというようなイメージがあって、受ける側にとってはすごく厳しい印象がある言

葉なのではないかなと。 

 先ほど、ご説明のあった事例は、「住まいの健康診断」という言葉が使われていました

が、人間の体の健康診断も、かつては悪いところ探しをされるというようなイメージがあ

ったのではないかと思いますが、今は早期発見、早期治療で、むしろ自分の生活をよりよ

くするために当然やるべきことだという捉え方に変わってきたと思います。 

 それと同じように、建物についても必ず劣化はするものだという前提で、健康診断をし

続ければちょっとのお金で直せると、そういう定着に向けて進んでいくといいのかなと思

います。 

 他の診断との連携でいくと、住宅エコポイントが話題になり、浸透してきていて、これ

を使ってうちの建物を良くしようと皆さんが思っていらっしゃるように私の周りでは感じ

ます。そういったものとの連携のような、消費者側にアメがあるような、場合によっては

事業者側にもアメがあるようなことを、予算措置が必要になりますので、先の話になるか

もしれませんけれども、そういうことがあるといいのかなと思いました。 



 -34- 

 加えて、普及という意味では、今ちょうど高等学校の教科書改訂の時期です。住まいを

購入するというのは人生最大の買い物でありまして、消費者教育の中でもすごく大事な部

分だと思っております。 

 指導要領でコントロールできる教育の最後のとりでが高等学校でして、実際に建物を買

うまでは１０年とか時間がかかるかもしれませんけれども、１０年もしたら建物を買って

くれる消費者が高等学校生です。高等学校の教科書改訂の流れの中に、ＳＤＧｓとも絡め

て、例えば公共ですとか、あるいは家庭科といった科目の中で、扱ってくれませんかとい

うような積極的なアプローチを教科書会社にする。 

 リーフレットを配ったりとか、それこそ載せやすい、実はこんなふうに失敗して何千万

も修理にかかってしまった人がいるという事例のリーフレットがあったりすると良いと思

います。教科書会社は今、コラムをたくさん入れますので。読み物的に教科書を子供たち

が読む、授業で扱わないかもしれませんが、教科書で扱ってもらえるようなアプローチを

してみてもいいのではないかなと思います。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。宇仁委員、お願いいたします。 

 

【宇仁委員】   

 宇仁でございます。今、損害賠償の額のお話、紛争の数字というのが出ていたのですけ

れども、インスペクションは調査方法が目視で非破壊ですから、そういう意味で、見えな

いところについてまで保証するものではもちろんないわけです。ですので、インスペクシ

ョンをしていれば、契約不適合責任の追及といった紛争を全て回避できると思われてしま

うと、これはこれでまたミスリードというところがあるので、そのあたりが非常に難しい

のだろうなと。 

 むしろ、そういう意味でちょっとお聞きしたいのは、２２ページのアンケートです。浅

見委員からは、かなりいいほうにバイアスがかかっているのではないかと。私もこれを拝

見した時に「へえ」と思ったのですけれども、何が満足だったのかというところがとても

聞きたくて。インスペクションをやってみようというぐらいの方だから、もともと幾つか

階段を上がったところから始まっているという部分はあるかもしれないけれども、それに
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つけても何が満足だったのかと。 

 察するに、インスペクションのおかげで安心して買えたとか、それから、紛争が起きな

かったとか。この紛争というのは、契約不適合責任にまつわる損害賠償請求とか、言わな

かったということで不法行為に基づく損害賠償請求ということまでを指すのかどうかはわ

からないけれども。しかしながら、現実に日常的に紛争を扱っている現場から見ていると、

建物についての契約不適合は、最初は見て分かるようなところ、例えば歩くと床がキシキ

シするねとかいうところから始まって、最後は感情がこじれて、前にも後ろにもいかない

というようなことになりがちです。 

 それを防ぐ、つまり買主は「買いたい」「欲しい」という意識が強過ぎるあまりにちゃ

んと見ていない部分を、第三者の冷静な目から建物を壊したりしなくても分かる範囲をき

ちんとお示しすることができる、そういう意味での安心になりますよと。 

 床がキシキシしているとか、建て付けが悪かったとか、見て分かる部分が明らかになる

と、もっと悪いことがあるのじゃないかといって不必要なまでに調査をして、瑕疵担保責

任もしくは契約不適合責任をめぐる紛争が起きることから、建物状況調査によって解放さ

れるのではないか。そういう点で、少し遠回りかもしれないけれども、恐らくは紛争回避

ということにはつながるのだと私は思っています。 

 ですから、目視、非破壊という調査方法ですよと。そこからどんなメリットがあるかと

いうところを、この「満足」というアンケートとつなげて何か提示できれば、消費者にと

っても、どんな調査ですか、それはどんなメリットがありますか、お金を出すだけのメリ

ットがありますかというところにつながるでしょうし、宅建業者側についても、媒介をな

さる時に、こういう点においては満足を得られる、紛争は相対的に減っている、アンケー

トもこうですよというふうに示せたら。それでなくても時間と手間がかかるのにトラブル

に巻き込まれたらかなわないと思っておられる業者さん側も、クリアできるのではないか

なと。 

 それと、最前から出ておりますように告知書をうまく使っていくことと、両輪でないと

多分駄目だと思っていて。告知書というのは作成者が売主で、こういう物件ですよという

ことを売主が示すものですから、事実と異なる記載をすると契約不適合、責任追及される

というのは、むしろこちら側かなと。 

 ですので、告知書をうまく使いながら建物状況調査と両輪で進める。その時の告知書の

書き方が、知らないというだけじゃなくて、なぜ知らないかみたいなところまで。建物状
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況調査をしていないから知らないのか、相続物件で住んだことがないから知らないのか、

本当に存在しないから見ていないというのか。そういうことが、今の告知書よりも具体的

に買主に誤解のないように分かる、そんなものを作っていく工夫というのもあってもいい

かもしれないと思いました。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。 

 まだまだこの議題に対してご意見、ご発言されたい方はいらっしゃると思いますが、と

りあえず、今の時点でこの議題はいったん閉じまして、資料３のほうに移りたいと思いま

す。 

 「最近の不動産政策に関する取組について」説明をいただいて、この議題に関連するご

発言も、その後、お受けしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 それでは、資料３、「最近の不動産政策に関する取組について」ご説明させていただき

ます。おめくりいただきまして２ページ目をご覧ください。 

 不動産業ビジョン２０３０、こちらは前回の不動産部会開催時に取りまとめていただき

ましたものでございます。不動産業の将来像を３点、「豊かな住生活を支える産業」「人々

の交流の『場』を支える産業」「我が国の持続的成長を支える産業」と設定いたしまして、

官民共通の目標、それから官の役割、民の役割をそれぞれ定めた上で、さらに今後重点的

に検討すべき政策課題といたしまして幾つか挙げさせていただいているところでございま

す。 

 次の３ページ目以降、幾つか施策ごとに資料をご用意してございます。 

 ３ページ目でございます。「不動産取引のオンライン化に関する取組み」でございます。

オンラインによる重要事項説明、いわゆるＩＴ重説と書面の電子化、特に青いほうの書面

の電子化につきましては、一昨年、宅地建物取引業法が改正されまして、昨年の５月に施

行されてございます。昨年の５月以降、ＩＴ重説、書面電子化、いずれも可能となってご

ざいまして、私どものほうで昨年４月にマニュアルを策定いたしまして、現在、取り組み

が進んでいる状況でございます。 
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 それから、４ページからでございますけれども、不動産ＩＤに関してでございます。昨

年３月に、不動産を特定する際のコード、ルールについて定めさせていただいてございま

す。登記簿で使われております不動産番号１３桁を基本的には用いまして、プラス下４桁

を付ける計１７桁の符号を付けるということでございます。 

 こちらにつきましては、現在、デジタル庁のほうで、ベースレジストリの一つに位置付

けることについて検討されている状況でございます。 

 ５ページ目をご覧いただければと思います。この不動産ＩＤに関してでございますけれ

ども、不動産の取引の分野だけではなくて、例えば、物流でありますとか、保険、あるい

は自治体行政、さまざまな分野で活用が期待できるものであると考えてございまして、令

和５年度以降、実証、それから実装に向けてということで、取り組みを進めてまいりたい

と考えてございます。 

 また、次の６ページ目でございますけれども、こうした取り組みを進めていくプラット

フォームといたしまして、不動産ＩＤ官民連携協議会の立ち上げを予定しているところで

ございます。 

 今月から、こちらの会員の公募を開始させていただいてございまして、活動内容といた

しましては、官民ロードマップといったものを共有いたしまして、先ほど申し上げました

とおり、さまざまな分野におきましてユースケースの開発に向けた実証事業の展開等、協

議会をプラットフォームとして進めてまいりたいと考えているところでございます。 

 ７ページ目をご覧いただければと思います。不動産のＤＸの分野でもう一つ、アナログ

規制に係る宅建業法の見直しというところでございます。現在、政府全体で法令に位置付

けられております対面を前提とするようなアナログ規制につきまして見直しに向けた取り

組みがデジタル庁を中心に進められているところでございます。 

 こちらは昨年１２月に工程表というものが取りまとまってございまして、宅建業法の関

係では大きく３点ございます。現在、対面で行われている講習について、実施、あるいは

修了証のデジタル化について取り組んでいくのが１点目でございます。 

 それから２点目。常駐・専任ということで、宅建業法におきましては、事務所におきま

して一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられてございます。こちらにつ

きましては現行の規制は存置をした上で、近年のＩＴ技術の進展等を踏まえまして、他の

事務所等の業務を行うことができる場合といったものについて一定の整理を検討してまい

りたいと考えてございます。 
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 最後に、書面掲示、往訪閲覧・縦覧でございますけれども、こちらにつきましては次の

８ページ目をご覧いただければと思います。現在、地方整備局、それから都道府県等の免

許行政庁におきまして、宅建業者に関する名簿、それから添付書類について、公衆の閲覧

に供すると規定されてございます。 

 閲覧させる書類でございますけれども、例えば業者名簿の記載事項の中では、６番、事

務所ごとの専任の宅建士の方のお名前、これは大規模な事務所におきましては非常に多数

の方になるわけでございますが、こういったお名前でありますとか、あるいは免許申請書

の添付書類の中の事業者の財務諸表といったものについても現地に行けば見られるという

ような仕組みとなってございます。 

 こういったものにつきまして、インターネット等での閲覧を原則として可能とするべき

であろうというようなことが政府全体の方針でございますけれども、次の９ページ目でご

ざいます。こちらは、平成２３年から、こうした閲覧情報のうち、個人情報、企業情報に

当たらないようなものにつきましては、現在、企業情報検索システムといった形で、どな

たでも見られるようなシステムをご用意させていただいているところでございます。 

 先ほどのデジタル庁の取りまとめ、見直しにつきましては、現状、現地で見られる情報

とインターネットで見られる情報に差分が生じている状況については基本的にはそろえて

いくといった方向性。ただし、個人情報、あるいは企業情報に関するものにつきましては

プライバシー保護の観点から、場合によっては現地で見られる情報を一定制限するような

ことも含めて、今後、見直しを検討していくとされているところでございまして、来年度

にかけて検討してまいりたいと考えているところでございます。 

 次の１０ページ目でございます。空き家・空き地の流通の促進に関しまして、平成３０

年から国土交通省のほうで全国版の空き家・空き地バンクというものを構築しているとこ

ろでございます。 

 こちらは、各自治体がそれぞれ設置しております空き家バンクに掲載されている情報を

横断的に検索できるような仕組みといたしまして、民間２事業者、ＬＩＦＵＬＬとアット

ホームの２社で運用を始めているところでございます。 

 現在、９４９の自治体ということで、半分以上の自治体にご参加いただいてございまし

て、これまで５年間で約１万３，０００件強の成約実績ということで、着実に参加自治体

数、それから成約実績が増加しているところでございまして、こちらは引き続き拡大に努

めてまいりたいと考えてございます。 
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 それから、１１ページでございますけれども、前回の不動産業ビジョンの中でも掲げら

れてございました心理的瑕疵物件に関するものでございますが、一昨年の令和３年１０月

に宅建業者による人の死の告知に関するガイドラインということで、例えば、賃貸借取引

の場合におきましては、自然死、あるいはそれ以外の死であっても３年を経過したもの、

こういったものについては原則として告げなくてもいいといった形で一定の考え方をお示

しさせていただいているところでございます。 

 最後に１２ページでございます。ビジョンのところで取り組み例に掲げられてございま

した賃貸住宅管理の法制化でございますが、令和２年に賃貸住宅の管理業務等の適正化に

関する法律が成立をしてございます。 

 こちらは、サブリース業者とオーナーの方の間のマスターリース契約の適正化に係る措

置、それからもう一点、賃貸住宅管理業について、２００戸以上の管理をされている業者

の登録制度といったものを創設しているところでございまして、昨年１２月末現在で８，

７５４件の登録という状況でございます。 

 資料のご説明は以上でございます。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。それでは、委員の皆さまからご発言をお願いいたします。森

川委員、お願いいたします。 

 

【森川委員】   

 不動産協会の森川でございます。この名簿等の閲覧のデジタル化でございますけれども、

これは利用者にとって便利になるということで、基本的には結構なことだと思いますけれ

ども、職員の資格・能力に関わりがないような現住所、職歴等が容易に閲覧可能になりま

すと、これはプライバシー上問題があると思います。容易に閲覧可能になる記載項目につ

きましては会員からも懸念の声が上がっておりますので、ぜひご配慮していただければと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。丹羽委員、お願いいたします。 
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【丹羽委員】   

 ありがとうございます。まず、空き家の問題について。今、空き家については、いろい

ろな形で再生や再利用の取り組み等が進んできていると思うのですが、都市部等では再建

築不可等の物件がネックになってなかなか進まないというようなことも聞きます。先日、

国交省の「ひと」と「くらし」の未来研究会の中で、京都市が京町家を保存するために、

一定の事業について建築基準法の適用除外をすることで再建築不可物件の再生などを可能

にするといった取り組みをしているということを聞きました。自治体レベルの取り組みに

なると思うのですけれども、放置されている空き家で、条例を緩和することで再利用とい

うか活用が進んでいくような取り組みが促進されていくといいのかなと思いますので、国

交省でそういう事業や施策を推進、支援していく取り組みをぜひお願いしたいと思います。 

 それから、先ほども委員の方からお話があった国民向けの不動産教育というところです

が、不動産というのは住まうとか、働くとか、遊ぶとか、とても大事な、大変重要な場で

あって、社会生活の基盤を支える産業ですが、なかなか不動産業に対する理解とか、不動

産に関わる取引の仕組みとかルールというのが、一般の人には分かりにくいというか、あ

まり周知されていない部分があるのかなと思っていて、基礎的な教育みたいなものは、も

っと子供の頃からできるような仕組みというのが必要かなと前から思っています。 

 ご存じの方もいらっしゃるかもしれないですけれども、最近、財務省さんが『税金のひ

みつ』という子供向けの漫画本を作って、全国の小学校とか図書館に配布しております。

インターネットで無料で読むこともできる130ページぐらいの漫画です。子供を主人公に

して、コロッケパンを買いに行くところから始まって、消費税とはどういうものかとか、

あるいは町のこんなところに税金が使われているとか、あるいは税金を払わない人が増え

たら町はどうなっていくのだろうとか、そういったことが分かりやすく解説されています。 

 こういう分かりやすいテキストというか、漫画であれば日本の国民には結構根づいてい

る文化だと思うので、そういうのを利用して、お子さんの頃から不動産の基本的な知識と

か、不動産を借りる時はどこに行けばいいのかとか、何を調べればいいのかとか、どうい

うことに気を付けたらいいのか、そのようなことも教育していく機会をつくっていったら

どうかなと。 

 本だけじゃなくてホームページ等でも配信ができると思います。去年、「正直不動産」

というＮＨＫのテレビ番組があって、それはもともとコミック本から出てきたもので、そ

ういう文化から入っていくのも割となじみやすいのかなと思っていますので、検討の一つ
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に入れてもらったらどうかなと思います。 

 それから、先ほどインスペクションのところで発言の機会を逸してしまって、だいぶ皆

さんのご意見とかぶるのですけれども、やっぱりユーザーというか消費者の方への教育と

いうか意識を高めていくことというのはすごく大事だと思っています。 

 やっぱり仲介会社さんも、お客さまのご意向とか顔色とかを見ながら商売をしていかな

ければいけないわけで、そこで嫌だと言われるインスペクションを無理やりさせるわけに

もいかないので、ユーザー側が、インスペクションは何ですかとか、何でやらないの、み

たいな雰囲気になっていくようなことを。すぐにできるというものではないので、時間が

かかるかもしれないのですけれども。先ほどの国交省さんのリーフレットですとか、ホー

ムページでも情報発信しておられますし。それから業界団体さんも動画等を使って、情報

提供をしていますけれども、インスペクションとは何か、検査はどんなことをやるのかと

いうような内容が多いと思うのですが、もっとインスペクションをしたユーザーさんが、

こんなメリットがあったとか、あるいはしなかったことでこんなトラブルになってしまっ

たということを分かりやすく発信するとか。 

 あとは、業者さんの間でも、インスペクションをしたにもかかわらず後で訴えられるこ

とを恐れてしないという人もいるという話なので、例えばそういうことがあった事例等も

皆さんで共有して、どんなことに気を付けたらいいのかとか、そもそもどういう説明をす

れば消費者さんが納得してくれるとか、あるいは前向きにインスペクションをオーケーし

てくれるとか、そういったことも情報発信して共有していけたらいいかなと思ったりして

います。 

 それと、先ほど住宅エコポイントの話がありました。私も住宅を十数年前に買った時に、

ちょうど住宅エコポイントの制度があって、ポイントを頂いて、それを商品券に換えてい

ろいろ買えたので、そういうものが付いた住宅を買ったことのメリットを感じました。 

 インスペクションも、インスペクションをすることでのメリットというか、インスペク

ションポイントじゃないですが、何かそんなものが付くと、消費者さんもそれでちょっと

インスペクションに対する認知度とか関心が高まってくるのじゃないかなと。そうすると

業者さんも勧めやすくなるみたいなこともあるのじゃないかなと。すぐにできることでは

ないし、予算も関わることだと思いますけれども、そんなことを感じました。よろしくお

願いします。 

 以上です。 
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【中城部会長】   

 ありがとうございました。その他のご発言、熊谷委員、お願いいたします。 

 

【熊谷委員】   

 ありがとうございます。弁護士の熊谷です。今のお話にちょっと関わるのですけれども、

消費者教育という形のことでいうと、私は、何年か前だったのですが、東京都の消費生活

センターさんが中心となって、東京都の高校生の家庭科の副読本の中に賃貸借契約につい

ての話を入れるという企画があって、それにちょっと関わったことがあります。 

 その時は賃貸借だったのですけれども、どうやって賃貸借契約を締結していくのかであ

るとか、原状回復に関わる話についてどんなトラブルがあるかとか、多分、今にして思う

と、かなり内容が難しかったかなとは思います。ただ、不動産は大事なのだけれども日常

的に買うものではなくて、やはり分からないものなので、そういう取り組みを高校生に対

して、知識を普及させていく、啓発するという意味では、非常に重要なのかなと思います

ので、そういったことも今後の取り組みの中に入れていただけるといいのかなということ

は非常に強く思いました。 

 私もちょっとすみません、先ほどのインスペクションの関係で１点あるのですけれども、

方向性は私としては全面的に賛成です。その中で、４２ページの分かりやすいリーフレッ

トを作っていくという話の関係ですが、宅建業者の方とお話をしていて、このインスペク

ションであるとか契約不適合に関して、２点、誤解している方がいると感じています。 

 まず１点目です。既存住宅の売買では、契約不適合については免責規定がどうであれ入

れられることが多いです。免責規定があるから、インスペクションはあんまり関係ないん

じゃないかというようなトーンの考え方があって、特に売主さんは、結局、契約不適合責

任は免責規定を入れるからあんまり必要ないですよねと思われている方がいらっしゃると。 

 けれども、民法上は、契約不適合責任に免責規定を入れても、売主が知りながら告げな

かった契約不適合については免責規定は及びませんよという重要な規定があって、そのこ

とを知らないということがあります。もしそういう誤解があるのであれば、やはりそこは、

いや、そんなものじゃないですよと、きちんと伝えておく必要があるだろうと思います。 

 誤解のもう一つですけれども、これも免責規定を入れた場合の話ですが、売主さんが免

責規定で契約不適合責任を負わないなら、仲介業者だって責任を負うわけはないですよね
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と、こういう誤解です。これは、仲介業者の責任は別に契約不適合責任という形で責任追

及されるのではなくて、仲介業者としてやるべきことをやったかという善管注意義務の問

題として責任が追及されるので、仲介業者としてちゃんとやるべきことはやったと説明で

きなければならないというところがあって、特に、逆に売主さんに免責規定が入っている

と、仲介業者さんに責任追及が行くということもあります。このあたりは誤解が若干ある

んじゃないかなと。 

 きちんとした専門家が、目視であれ、非破壊であれ調査をして、結果、何もなかったと

いう状況で、さらに仲介業者さんに責任追及をされても責任は負わないで済むということ

もあるというような、この制度を使うことによる仲介業者さんのメリットもあるというこ

とも仲介業者としてはちゃんと理解しておく必要があります。既存物件は契約不適合は免

責だから大丈夫みたいな誤解が、売主さん側にも仲介業者さん側にも大いにあるというと

ころは、今回、割と普及を妨げている原因にもなっているのかなと思いますので、そのあ

たりは積極的に広報・周知させていいのかなと思っています。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。齊藤委員、お願いします。 

 

【齊藤委員】   

 ありがとうございます。ご丁寧な説明、どうもありがとうございました。最近の不動産

政策についての取り組み、よく理解させていただきました。 

 大きく２項目あるのですけれども、１つ目は不動産ＩＤの話でございます。先ほど、４

ページ、５ページでご案内していただきましたが、不動産ＩＤが、約１年前からこういっ

た形で使われているということを理解したのですけれども、これは任意の状態であって、

今、どのぐらい使われているかというようなことは、お分かりいただけているのでしょう

かということです。 

 この点についてもう一つは、私どもの住宅履歴情報蓄積・活用推進協議会では、住宅に

共通ＩＤを振っておりますので、日本国中の住宅にＩＤが振れる体制をつくっているとい

う意味では、ぜひこの不動産ＩＤとの連携について、どのような可能性があるのかについ

て教えていただけたらと思います。国民の皆さんには番号がいろいろあって訳が分からな
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いよねということがないようにする必要がありますので、この点を教えていただけたらと

思います。 

 ２つ目の項目ですが、空き家・空き地バンクのことをぜひ教えていただきたいのですが、

これは平成２９年から始まって３０年から本格運用ということで、かなり軌道に乗ってき

て、皆さんのご利用が多いかなと思っております。 

 その中で、ぜひ教えていただきたいのは、当初から運営は１社にしないで２社にして、

いい意味で競争し合ってもらいましょうという趣旨であったと思います。いい意味で、こ

の２社が争っていただいているのでしょうかということでございます。 

 それから、広がってきたといっても、まだ半分ぐらいの参加率という意味では、まだご

利用いただけない方々にはどんな課題があるのかということを既に把握されていたら教え

ていただきたいなと思います。 

 以上になります。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。いかがでしょうか。 

 

【墳崎不動産市場整備課長】   

 齊藤先生、ありがとうございます。不動産市場整備課長の墳崎と申します。 

 不動産ＩＤの関係で２点いただいたと思うのですけれども、こちらは、昨年の３月にＩ

Ｄのルールを定めたところでございまして、そのＩＤを使うか否かというのは、ご指摘の

とおり任意の状態でございます。 

 任意の状態でございますので、自分たちだけがＩＤを使っても何も効果が出ない。みん

なが使うとすごく効果が出るけれども、自分だけでは効果が出ないということで、最初の

一歩を踏み出すところが皆さん躊躇されているのかなというのが今の状況かなと思ってお

ります。 

 そういうこともございまして、この５ページにございますように、今回の官民の協議会

を５月を目処に立ち上げて、実証事業などを進めながら、機運醸成を図っていきたいとい

うのが今のフェーズでございますので、まずは一生懸命やっていきたいと思っております。 

 履歴協議会で、別途共通のＩＤがあるというお話もございました。そちらの分野に限ら

ず、他の分野でも、既に共通のＩＤというものをつくっている世界もあるかと思っており



 -45- 

ます。そういったそれぞれの分野のＩＤにつきましても、ＩＤ間をつなぐなど不動産ＩＤ

の役割があるかと思います。物件間の情報連携のみならず、ＩＤ間の情報連携と言うので

しょうか、そういう役割もこの不動産ＩＤが担っていけるべく取り組んでまいりたいと考

えております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

【齊藤委員】   

 ありがとうございます。 

 

【三浦不動産業課長】   

 続きまして空き家の件ですけれども、今、お話があったように、ポータルサイトは２社

の方にお願いしています。ホームページもご覧になっていただくと分かるのですけれども、

委員ご指摘のとおり、いい意味で競い合って、営業の開拓ですとか、ふるさと情報とか地

域創生について非常に分かりやすい情報を載せていただいております。こうしたことが、

地方創生ですとかデジタル田園都市ですとか、いろんな意味で地方の活性化につながるよ

うなポータルになっているのかなと思っているところでございます。 

 それから、参加率が低いというのは、どうしても小規模の市町村になりますと空き家専

門チームというのをつくるのがなかなか難しくて、若手職員がある意味掛け持ちをしなが

らやってもらっているという現状があります。そうした方々へ、このポータルの載せ方、

登載の仕方ということで、今、きめ細かく支援しているところでございますので、着実に

この数が増えるように頑張っていきたいと思います。 

 それから、関連の質問で、丹羽委員からありました再建築不可の物件です。住宅局のほ

うで担当してございますけれども、今まさに空家法の改正案を国会に出しているところで

して、一定程度の柔軟な対応ができるような仕組みも構築しているようでございますので、

こうしたことも空き家の再生につながるのかなと思ってございます。 

 それから、せっかくいただきましたので少しコメントいたしますと、森川委員からのデ

ジタルのプライバシーの件、これは我々も重要な課題だと思っております。今、宅建業法

ですと、都庁や関東地整で、ほぼ全部見られるという非常に緩やかな体制になっています

けれども、このデジタル時代の中で、整理が必要な状況かなと思っております。ここも、

皆さんの意見を聞きながら、しっかりやっていきたいと思います。 
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 それから、他の先生方から教育の話をいただきました。我々は、こうした消費者教育の

面では少し手が付いていない面もございましたので、文科省ですとか、それから消費者庁

のほうとも連携しまして、どういうふうなアプローチが効果的かということを今後しっか

り勉強していきたいなと思ってございます。 

 いずれも参考になる意見をありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。 

 それでは、まだご発言をいただけていない委員の方にご発言いただきたいと思います。

仁平委員、いかがでしょうか。 

 

【仁平委員】   

 ＦＲＫ、仁平でございます。私からは、当社のサービスの具体例で申し上げると、イン

スペクションを無料で付加しまして、建物の補償もしているサービスをやってございます。

やはりインスペクションをやっても、シロアリですとか雨漏りということで、多額の工事

費用を当社で補償するという事例は結構あります。そういう意味でいくと、インスペクシ

ョンはやはり万能ではないというところの啓蒙は必要かなと思っています。 

 併せて、保険の普及です。インスペクションと対になって保険の普及をぜひ進めていた

だきたいなと思っております。リーフレットにも保険に関することが言及されていました

ので、そのあたりをぜひお願いしたいと思います。 

 ただ、打ち合わせさせていただいた中で、マンションの共用部分の調査が専有部分の調

査と別の主体になってしまうと、その場合には保険がちょっと難しいんじゃないかという

こともお伺いしたので、そこら辺の課題もぜひ検討していただいて、解決していただけれ

ばなと思っております。 

 あとは、ユーザー啓蒙について、ちょっとネガティブになってしまうのですけれども、

やはり何万円以上かかります、例えば５００万かかります、１，０００万以上かかります

と言ってしまうと、あんまり大き過ぎるとユーザーさんは尻込みしてしまうんじゃないか

なとちょっと感じます。 

 逆に、あまり低過ぎると「聞いていない」と。よく我々の現場ではあるのですけれども、

幾らですと言って高くなってしまうと、必ず「聞いていないよ」という話になってしまう
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ので、金額に関するところは非常にデリケートなのかなと思っております。 

 最後に、我々仲介業者も勉強していかなければいけないのでしょうけれども、建物の説

明の部分ですとか、例えば大規模修繕をいつやりましたとか、これからいついつにやる計

画でございますというのは、情報を得てお伝えするのはできると思うのですけれども、あ

まり込み入った情報を伝えるというのが不動産業者の責務になってくると、我々は建物の

プロフェッショナルではございませんので、若干難しい部分もあるかと思います。その辺

の微妙なバランスというのでしょうか。ここまでは説明してくださいというところを一緒

に勉強しながらやらせていただければなと感じました。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。それでは、濱田委員、お願いいたします。 

 

【濱田委員】   

 全住協から来ております濱田と申します。インスペクションの件ですが、検査をした後

の修繕の費用をどうするのかということはひとつの課題になるのではないかと考えており

ます。売主さんからどのくらいかかるのか、これだけかかるなら売るのをやめようかとか、

そういうことが現実的にあります。また、検査自体もなかなか認めてくれない場合もあり

ます。同時に、皆さんおっしゃっていますが、買主さんからインスペクションについて質

問を受けることもまだそんなにはないです。 

 当社の例を言えば、検査費用を負担する場合もあります。それで保険を付けていただき、

販売するということもあります。 

 あっせんを行わない仲介業者さんもいらっしゃるとのことですが、１人、２人でやって

いる方もいらっしゃいます。一方、規模の大きな企業もいらっしゃいます。規模の違いで、

実施できる業務も異なってくるのではないでしょうか。売主さんの都合により、あっせん

をしないということもあります。そのような場合もあるということを踏まえて検討してい

ただければと考えております。 

 以上でございます。 

 

【中城部会長】   
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 ありがとうございました。それでは遠隔でご参加の宮嶋委員、いかがでしょうか。 

 

【宮嶋委員】   

 全日の宮嶋でございます。アナログ規制に関わる業法の見直しに関し、宅建業者や消費

者双方にとって有益なデジタル推進については、全体の利便性向上とコストダウンにもつ

ながるため大いに賛成いたしますが、多くの意見があるとおり、同時に宅建業者のセンシ

ティブ情報や従業者の個人情報がみだりに流布されることのないよう、厳重な注意をもっ

て行っていただきたいと思っております。 

 以上です。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。 

 それでは、今までのやりとりの中で、ご発言が漏れていたと言いますか、希望される方

は、事務局も含めて、何かあればお願いいたします。 

 

【三浦不動産業課長】   

 大体お答えできたと思いますが、いずれも貴重なご意見をいただきましたので、我々の

ほうで一旦持ち帰らせていただきまして、少しでも政策が前に進むように、具体的な手法

等について、我々もしっかり考えたいと思っております。本当にありがとうございます。 

 

【中城部会長】   

 委員の皆さん、いかがでしょうか。唯根委員、お願いいたします。 

 

【唯根委員】   

 ありがとうございます。唯根です。消費者側の意見として、本当に、皆さま方から出て

いた意見と方向性については大賛成ですけれども、もしできれば今回の２２ページ、イン

スペクションのアンケート調査で、インスペクションを利用したけれども、「不満」とか

「大いに不満」が数パーセントですがいらっしゃいます。 

 それこそ質のお話が出ましたけれども、実施して、まだ不満が残るという内容等につい

て、ぜひ見ていただいて、今回の方針について参考になるものが出てくるといいなと思い
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ます。 

 それから、消費者啓発については本当に皆さまからのご意見のとおりで、私たちがまだ

まだ知らないこととか理解できていない、誤解していることが多々あるようでございます

ので、その辺の分かりやすさは、ぜひ私たちも参加させていただいて、パンフレットや啓

発資料をつくっていただければと思っております。ありがとうございました。 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございました。その他はいかがでしょうか。 

 それでは、おおよそご意見も一段落したようですので、ありがとうございました。それ

では、本日、委員の皆さまからご意見をいただきました点の今後のお取り扱いにつきまし

ては、部会長の私にご一任いただければ幸いでございます。いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

【中城部会長】   

 ありがとうございます。それでは、本日ご提示いただきました改正宅地建物取引業法の

見直しの方向性などにつきましては、事務局と調整した上で、本部会の取りまとめとさせ

ていただきます。 

 それでは、予定しておりました時刻となりましたので、本日の審議はこれにて終了とい

たします。 

 進行を事務局にお戻しいたします。 

 

【長橋不動産・建設経済局長】   

 本当に熱心なご議論ありがとうございました。 

 宅建業法の改正を出した時は、今日まさに議論していただいたような、あっせんはどう

するかとか、他のいろんな調査との整合はどうなのかとか、共同住宅はどうするのかみた

いな議論があったのですけれども、とりあえずインスペクションをまず世に知らしめよう、

そこから走りましょうということでスタートしました。 

 当時、成果指標として掲げたのは、さっき出ましたけれども、瑕疵担保保険の加入割合。

インスペクションと併せて保険を勧めましょうと。当時ちょっと低めに２０％と言ったの
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で、そこはほぼ達成できているのですけれども。実際、インスペクションの認知度もそれ

なりに出てきていると思います。 

 今日いろんなご意見をいただいて、まさにそのとおりだなと思うのですけれども、やっ

ぱり正しい情報を売る人にも買う人にもちゃんと理解してもらうように、これまでやって

きた中でのメリット、あるいはデメリットとか、実際トラブルが起きたらこういうことに

なるみたいなことをしっかり伝えながらやっていければと思っています。 

 私は、実は建設業の請負契約についていろいろと検討しているのですけれども、なかな

か情報の非対称性みたいな、日本では割となあなあでやってきたところがあるのですが、

やっぱりこれからトラブルを防止するためにどういう情報が大事かということを、我々が

しっかり伝えられるようにやっていきたいと思いますので、あまりブランクを空けないよ

うに、都度先生方のいろんなご意見を聞きながら、しっかり進めていきたいと思います。

ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 

【伏原不動産業課不動産政策企画官】   

 委員の皆さまにおかれましては、熱心にご議論いただき、ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、第４０回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会を閉

会いたします。 

 ありがとうございました。 

―― 了 ―― 


